
令和７年度 赤十字幼児安全法 指導員養成講習開催要項 

 

１ 目  的 

日本赤十字社和歌山県支部は、赤十字の理念と使命を理解し、幼児安全法講習の十分な知識を技術及び指

導力を持ち、支部の要請に対し応じる事ができる指導員の養成を行う。 

 

２ 受講対象 

和歌山県に在住する 18歳以上で下記の項目に該当する者 

①赤十字幼児安全法支援員認定証を有し、認定証の有効期限が指導員養成講習最終日まである者 

②赤十字幼児安全法指導員養成講習の全日程に参加できる者 

 

３ 開催日程 

① 赤十字幼児安全法指導員養成講習事前研修 

・令和 8年１月 16日（金）              １０：００～１６：００ 

 ※学科、実技の適正審査を実施する。 

   ②赤十字幼児安全法指導員養成講習 

    ・令和 8年１月 17日（土）～18日（日）       ９：００～１７：００ 

     令和 8年２月 ９日（月）～11日（水）       ９：００～１７：００ 

② 赤十字幼児安全法指導員養新任研修 

    ・令和 8年３月１８日（水）、１９日（木）       １０：００～１７：００ 

 

４ 開催場所 

   日本赤十字社和歌山県支部 ３階 大会議室 

     和歌山市吹上二丁目１番２２号 

 

５ 受講定員   １０名 

 

６ 受講料    無 料 

 

７ 持参物 

   ・赤十字幼児安全法講習教本（11版）、乳幼児の一次救命処置（8版 2刷） 

   ・幼児安全法支援員認定証 

   ・筆記用具 

   ・実技のできる服装 

   ・その他受講に必要と思われるもの 

 

８ 申込期日 

   令和 8年１月７日（水）まで 

 

９ 申込方法、問い合わせ先 

   別紙申込書に必要事項を記載のうえ、日本赤十字社和歌山県支部事業推進課あてお申込みください。 

 

【問い合わせ先】 

  〒６４０－８１３７ 和歌山市吹上二丁目１番２２号 

   日本赤十字社和歌山県支部 事業推進課 担当：辻・北山 

    ＴＥＬ：０７３－４２２－７１４１（月～金：９：００～１７：００） 

    ＦＡＸ：０７３－４２２－７１４８ 

 

 


